


（２）令和２年４月１５日第７０３号 月 刊 東 包 材

令
和
二
年
四
月
一
日
か

ら
、
東
京
都
内
で
は
、
条

例
に
よ
り
自
転
車
保
険

（
自
転
車
損
害
賠
償
保
険

等
）
へ
の
加
入
が
義
務
化

さ
れ
ま
し
た
。
自
転
車
を

利
用
す
る
方
や
自
転
車
を

事
業
で
利
用
さ
れ
る
事
業

者
の
方
な
ど
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

事
故
を
起
こ

さ
な
い
、
遭
わ
な
い
事
が

と
て
も
大
事
で
す
が
、
事

故
の
際
に
、
自
分
や
相
手

を
守
る
為
に
も
、
必
ず
忘

れ
ず
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

お
気
軽
に
組
合
事
務
局
ま

で
お
知
ら
せ
下
さ
い
ま
す

様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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